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官庁営繕関係定員の純減に向けた取り組み

現行 平成１８年度から５年間の取り組み

保全の基準の設定及び
実施の勧告・指導
に関する業務

２１７人

○保全業務支援システムの各省各庁の利
用の普及促進を強力に推進することにより、
保全の実地指導に関する業務について、

重点化・効率化を実施

保全業務支援システム
の普及促進により

４０人を純減

位置・規模・構造の基準
の設定及び実施の勧告、
危険庁舎等の改築・修繕
の勧告に関する業務

４２１人

○保全業務支援システムの導入に伴い、保
全実態調査の評価・分析等に関する業務
の効率化を実施

保全業務支援システム
の導入により

２５人を純減

国家機関の建築物の
企画・調達に関する業務

３６３人

官庁営繕関係定員数【１，１９９人】

○技術基準の制定等、業務全般に関する
資料の収集・分析等の「基礎的調査業務」
について、民間委託を拡充することにより、
業務の効率化を実施

業務の民間委託の拡充
により

３６人を純減

○営繕計画書等の関係機関との調整に
ついて、企画段階での調整を充実強化する
ことにより、発注条件の設定に関する業務
の効率化を実施

○入札契約の運用に関するマニュアル化の
促進により、調達に関する業務の効率化
を実施

関係機関との調整の
充実強化により

１０人を純減

業務の効率化により

１１人を純減

合計１２２人（１０．２％）の定員を純減

長期営繕計画の策定及び
営繕計画書に対する
意見書の策定・送付に
関する業務

１９８人

官庁営繕関係定員数【１，０７７人】
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官庁営繕関係定員の純減に向けた取組について 

 

１．国の立法・行政・司法を司る機関の庁舎については、国民にとっての利用のしや

すさを確保するとともに、省エネルギーやバリアフリー化など、公共建築物が満た

すべき社会的要請を反映したものとすることが必要である。また地震や台風などの

災害時にあって的確な緊急時対応を可能とし、また、場合によっては、住民の避難

場所として活用し得るよう、強固なものでなければならない。 

官庁営繕は、このような性格を有する国家機関の建築物の整備や維持保全につい

て総括的な責任を有する立場から、次の事務を、本省、地方整備局及び北海道開発

局合わせて 1,199 人（平成 17 年度末定員）の職員で実施している。 

（１）長期営繕計画の策定及び営繕計画書に対する意見書の策定・送付（198 人） 

（２）位置・規模・構造の基準の設定及び実施の勧告（245 人） 

（３）危険庁舎等の改築・修繕の勧告（176 人） 

（４）保全の基準の設定及び実施の勧告・指導（217 人） 

（５）国家機関の建築物の企画・調達に関する事務（363 人） 

 

(注)国家機関の建築物は、全国各地に点在しており、施設数で約 2万（約 8万 4 千棟）、延

面積で約 5千 2百万㎡にも及ぶ。施設整備や維持保全を担当する各省各庁の職員は約 1万

7 千人に上り、施設整備や維持保全に要する経費は年間 6 千億円に達する。また、それら

の業務委託を受けて民間で業務に従事する人は延 6万 4千人・年と推定される。 

 

 

２．官庁営繕においては、今後とも充実強化すべき事務や業務量が増加する分野が数

多く見込まれる中で、「官庁営繕のマネジメント改革」（施設・サービスの満足度

の最大化、データベースシステム、フィードバックシステムの構築によるライフサ

イクル・コストの縮減や業務効率の向上等を目指す。）に基づく組織再編等に取り

組みつつ、平成 12 年度から 17 年度までに 68 人（5.4%）の定員合理化を図ってきた

ところであるが、有識者会議でのご指摘を踏まえ、今後 5 年間で 5%の国家公務員の

定員純減計画に資するよう、以下の３つの観点から徹底的な業務の効率化を図り、

大幅な純減を進め、平成 18 年度からの 5 年間で 10.2%（△122 人減）の定員を純減

する。 

 

 

（１）「保全業務支援システム」の利用促進による効率化 

平成 17 年度に導入した「保全業務支援システム」について、各省各庁の施設管理

者に対して利用の普及促進を図っていく。それにより、施設管理者の業務の適正化・

効率化が進むことが見込まれ、保全指導の重点化、効率化も可能となることから、

保全指導に係る業務を効率化する。 
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○ 保全業務支援システムの各省各庁の利用の普及促進を強力に推進することとし、シ

ステムの普及により可能となる保全の実地指導に関する業務（現状 82 人）につい

て重点化・効率化し、40 人を純減する。 

○ 保全業務支援システムの導入に伴い、保全実態調査の評価・分析等に関する業務（現

状 48 人）を効率化し、25 人を純減する。 

 

 

（２）民間委託の拡充 

使用調整計画や長期的な施設計画の立案、防災拠点の事業継続計画（BCP）の策定、

アスベスト対策の支援、官庁施設の省 CO2対策の立案等今後充実強化すべき業務があ

るが、これらの業務をはじめとする業務全般に関する資料の収集・分析、課題の整

理･提案、各種診断業務といった「基礎的調査業務」の民間委託を拡充する。 

 

○ これにより、技術基準の制定等に関する業務（現状 245 人）や危険庁舎の勧告等に

関する業務（現状 176 人）を効率化し、36 人（内訳はそれぞれ 14 人、22 人）を純

減する。 

 

 

（３）企画段階における調整の充実強化等による効率化 

国家機関の建築物の企画・調達に関する事務については、設計・施工の民間委託

を進めることにより、これまで最も業務の効率化が図られた分野であり、さらに近

年、公共工事の品質確保や入札契約の適正化のために、総合評価落札方式の導入・

企業評価の充実等の技術審査事務や監督・検査事務の強化等により業務量が増加し

ているところではあるが、以下の対応により更なる減量・効率化を進める。 

 

○ 使用調整計画や営繕計画の調整等関係機関と調整を要する業務について、今後、関

係機関の理解を得て、企画段階での調整を充実強化することにより、国の建築物の

営繕に関する業務のうち、調達段階の発注条件の設定に関する業務（現状 120 人）

を効率化し、10 人を純減する。 

○ 入札契約の運用に係るマニュアル化の促進により、国の建築物の営繕に関する業務

のうち、調達に関する業務（現状 148 人）の効率化を進め、11 人を純減する。 

 

(注)長期営繕計画の策定及び営繕計画書に対する意見書の策定・送付に関する事務につ

いては、引き続き業務の効率化を進めるものの、国有財産の有効活用の一層の推進等

のために、今後、庁舎の使用調整計画の立案や営繕計画の調整等事前の調整業務が増

大し、大幅な全体業務量の増加が見込まれるため、現時点で定員の純減を行なうこと

は困難である。 
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Ｈ１７公共建築全体の着工
約 １兆８千億円
約 ９３０万㎡

国立大学法人
（８７）

約２，６００施設
約２，５００万㎡

独立行政法人
・国立病院機構

（１）
約７００施設
約５００万㎡

・その他
（１０３）

官庁営繕 （約 １，２００人）

官庁営繕が対象とする業務範囲とその役割 （イメージ図）

○営繕計画書
に対する

意見書の送付
（約 ２００人）

○位置・規模・構造
の基準の設定
及び実施の勧告
（約 ２５０人）

○危険庁舎等の
改築・修繕の勧告
（約 １８０人）

関係国家機関
に対する指導監督

○国家機関の建築物
を企画・調達
（約 ３６０人）

・発注条件の設定
・調達（事業者の選定等）
・品質確保（監督・検査）

指導監督権限は
地方整備局長等
に委任

○保全基準の設定
及び実施の勧告・
実地指導
（約 ２２０人）

耐震診断、性能
の公表等により
官庁施設の耐震
化を促進

特別会計
特殊な防衛施設
小規模営繕 等

庁舎整備等に係る費用年間 約３千億円
（Ｈ１８当初）関係職員数 約 ５千人（推定）

維持保全等に係る費用年間 約３千億円（試算）
関係職員数 約 １万２千人（推定）

設計監理・測量・土質調査・建築工事・電気工事・機械
工事設計、施工に携わる人数は、年間約 ３万人（試算）

設備保守・修繕・警備・清掃・樹木管理・執務環境測定
設備保守に携わる人数は、年間約 ３万４千人（試算）

維持保全

施設整備

設計・施工は
原則として民間委託

官邸
議員会館
霞が関中央官庁
裁判所
合同庁舎 等

年間約６千件の
指導・支援を実施
運用改善や光熱水費
の適正使用等により約
２０億円の節約可能

国の行政機関と立法、司法の定員 約６０万人
約 ５，２００万㎡、約２万施設、約 ８万４千棟

関係国家機関との
調整、連携

約２万施設の４割
にあたる約８千件
の営繕計画書の審
査を実施
４．５％のコスト削
減を実現

関係職員数
約 ３千人
（推定）

関係職員数
約３千３百人

(都道府県、政令市)

統一基準
等の使用

統一基準等
技術基準類
を活用

我が国公共
建築生産に
おけるデ
ファクトスタ
ンダードに
なっている

約３００万人
約１億９千万㎡

独法等におい
ても統一基準
の使用を徹底
し営繕事務の
合理化・効率
化を推進

約 ２０万人
約 ４千万㎡

独法等の
維持保全に係る
費用及び関係職
員数は不明

地方公共団体の
維持保全に係る
費用及び関係職
員数は不明

特殊施設（防衛・行刑）を除き、各省庁には建築の専
門技術集団が不在であり適切な営繕が不可能。その
ため官庁営繕が各省庁の調達を一元的に実施し、
品質確保、合理化・効率化を実現。

地方公共団体

内
閣
府

法
務
省

外
務
省

厚
労
省

そ
の
他
の
省
庁

立
法

司
法

自衛隊
約１,５００施設
約１,６００万㎡

防衛施設庁
建設部

代表的な施設

営繕担当部局

刑務所
約３００施設
約２８０万㎡

大臣官房
施設課

代表的な施設

営繕担当部局

在外公館
約２５０施設
約４０万㎡

大臣官房
在外公館課

代表的な施設

営繕担当部局

医療センター
約５０施設
約１３０万㎡

医政局
国立病院課

代表的な施設

営繕担当部局

議員会館
議員宿舎
約５０施設
約６０万㎡

衆議院事務局
庶務部営繕課

参議院事務局
管理部営繕課

代表的な施設

営繕担当部局

裁判所
約１,１００施設
約１９０万㎡

経理局
営繕課

代表的な施設

営繕担当部局

国
会
議
事
堂
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（１）老朽ストックの増大
○維持管理・修繕が増大することが予測されることから、
効率的な修繕計画・保全計画を立案するための支
援ツールが必要。

（２）保全実態調査の効率的回収
○全国で約２万（施設数）の国家機関の建築物全てを
対象に実施している保全実態調査を効率的に実施
する必要。

（３）施設データの蓄積
○施設管理の継続性にかんがみ、施設の保全情報を
永続的に一元管理する必要。
○上部機関の業務効率化のため、管轄下の個別施設
の情報をまとめて容易に取り出せるツールが必要。

（４）インターネット網の普及

保全業務支援システムの導入・普及促進による定員の純減

システム開発の必要性・背景
（１）各省各庁の施設管理者のメリット

（２）官庁営繕の業務効率化

具体的効果

データセンター

ﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞーｽ

基盤インフ
ラ（ﾊｰﾄﾞｳｪ
ｱ他）

国土交通
省

各省各庁

ｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝ

施設保全責任者

施設管理者

各省各庁

施設保全責任者

施設管理者

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
本 省

各地方整備局

各営繕事務所

○全国に張り巡らされ
ている既存のイン
ターネット網を利用。
○業務用パソコンの普
及により、インター
ネット端末との兼用
が可能。

レーダー
チャートで
保全状況
を確認

○保全業務支援システムの普及促進に
より、保全状況の思わしくない施設を
抽出する等重点的かつ効率的な実地
指導及び勧告が可能

○分析結果（ベンチマーク、施設診断
書）の閲覧が可能

○ライフサイクルコストデータに基づい
た修繕計画等の作成が可能

○保全実態調査票の報告において、イ
ンターネット上で報告処理が可能

改善が必要
と思われる
施設の領域

☆保全指導の重点化・効率化

（４０人純減）

☆保全実態調査の評価・分析の効率化

（２５人純減）

☆事務作業量の軽減

☆効率的な施設管理の実現

施設保全状況診断書

ベンチマーク分析

○保全業務支援システムの導入により、
保全実態調査の効率的な回収が可能
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官庁営繕部所掌事務に関する独立行政法人化の検討について

平成18年4月14日の有識者会議での御指摘を踏まえ、官庁営繕の事務の独立行政法人に

よる実施について、更なる検討を行った。

１ 官庁営繕の具体的な事務は、次の５つに分けられる。

・長期営繕計画の策定及び営繕計画書に対する意見書の作成・送付

・位置・規模・構造の基準の設定及び実施の勧告

・危険庁舎等の改築・修繕の勧告

・保全の基準の設定及び実施の勧告・指導

・国家機関の建築物の企画・調達に関する事務

（１）長期営繕計画の策定及び営繕計画書に対する意見書の作成・送付について

長期営繕計画については、国土交通大臣が、全国の官庁施設整備に関する投資総額

の見直しや耐震対策、地球温暖化防止対策等の政府の政策を勘案し、長期的な見通し

に立つ重点的な整備計画を策定するものである。また、営繕計画書に対する意見書に

ついては、各省各庁の長（衆・参議院議長、最高裁判所長官を含む ）が毎年度作成。

し、国土交通大臣に提出する営繕計画書に関して、８月の概算要求に先立ち、位置・

規模・構造、コスト等について審査を行った上、国土交通大臣から財務大臣及び各省

各庁の長に対して意見書を送付するものである。

、 、 、 、これらの業務は 実際には 官庁営繕部の担当者が 各省各庁や財務省の担当者と

各法令や長期営繕計画、地方公共団体のまちづくり計画等に照らして当該営繕計画書

が妥当なものかどうか判断し、かつ、必要に応じて調整を行うものである。しかしな

がら、営繕計画書の提出から意見書の送付までは、20日間という極めて短期間しかな

いため、妥当かどうかの判断や必要な調整は間断なく迅速に行う必要がある。

（２）基準の設定、その実施の勧告等に係る業務について

位置・規模・構造や保全の基準の設定の業務は、国土交通大臣が国家機関の建築物

、 、 、の安全性の向上 公衆の利便と公務の能率の増進を図ることを目的として その位置

構造等や保全に関する具体的な基準を設定する事務である。また、これらの基準の実

施や危険庁舎等の改築等の勧告や保全に係る実地の指導の業務は、国土交通大臣が、

公共建築物の安全性、利便性等を確保するため、関係国家機関に対し、直接基準の遵

守を求め、又は部下の職員をして実地に保全の指導を行わせる業務である。

国家機関の建築物に基準不適合や安全性の問題が確認された場合、そこで働く職員

や利用者の利便や生命安全を確保するとともに、災害時対応を確実に実施できるよう

にするため、国土交通大臣の勧告を待つまでもなく、速やかに改善措置が実施される

。 、 、 、 、必要がある このため 実際には 官庁営繕部の担当者が 各省各庁の担当者に対し

必要な指導・調整を迅速に行っており、災害に備えた国家機関の建築物の安全性の確

保や、既存ストックの有効活用が社会的要請となっている今日、このような業務の重
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要性は益々大きくなっている。

（３）国家機関の建築物の企画・調達に関する事務について

この事務は、国家機関の建築物の整備に係る個別プロジェクトの条件設定や調整、

事業者の選定や契約 （例外的に民間委託ができない場合の）設計・施工、工事が行、

われた建築物の性能及び品質の確保のための監督・検査等を行う事務である。

、 、このような業務は 国家機関の建築物を整備する当事者として実施するものであり

別の主体にこのような事務を実施させることは困難である。

２ 以上のように、官庁営繕部が所掌する事務を迅速・確実に実施していくためには、意

見書の作成や送付、基準の制定やこれに基づく指導等の業務については各省各庁の担当

者と対等の立場に立ち、また、企画・調達に関する事務については国家機関の建築物を

整備する当事者の立場に立つ必要がある。このため、現時点においては、独立行政法人

においてこれらの業務を実施することは困難であると考えている。
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